
お
知
ら
せ

募
　
集

健
　
康

福
　
祉

イ
ベ
ン
ト

教
　
育

観
光・文
化

事
業
者

お らせ知
お
知
ら
せ

募
　
集

健
　
康

福
　
祉

イ
ベ
ン
ト

教
　
育

観
光・文
化

事
業
者

18広報もとみや 6 月号19 広報もとみや 6 月号

自
衛
官
募
集
の
ご
案
内

航
空
学
生（
海
上
・
航
空
）

◆
採
用
資
格　
高
卒（
見
込
含
）２１
歳
未
満

◆
試
験
日　
　

９
月
２１
日（
土
）

　

一
般
曹
候
補
生（
海
上
・
陸
上
・
航
空
）

◆
採
用
資
格　
１８
歳
以
上
２７
歳
未
満

◆
試
験
日　
　

９
月
３０
日（
月
）

　

自
衛
官
候
補
生（
海
上
・
陸
上
・
航
空
）

◆
採
用
資
格　
１８
歳
以
上
２７
歳
未
満

◆
試
験
日　
　

９
月
予
定

共
通

◆
受
付
期
間

　

８
月
１
日（
木
）か
ら
９
月
６
日（
金
）

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

県
北
地
域
保
健
・
職
域
保
健
連
携
推
進

連
合
会
事
務
局

　

県
北
保
健
福
祉
事
務
所　

健
康
増
進
課

　

☎
０
２
４

－

５
３
４

－

４
１
６
１

銃
砲
刀
剣
類
登
録
の
ご
案
内

　

日
本
刀
や
古
式
銃
な
ど
の
美
術
刀
剣
類

は
、
登
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
所
持
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

手
続
き
を
怠
る
と
、
不
法
所
持
に
な
り

罰
則
を
う
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

次
の
場
合
は
、
速
や
か
に
手
続
き
を
し
ま

し
ょ
う
。

銃
砲
刀
剣
類
未
登
録
の
銃
砲
刀
剣
類
を
発

見
し
た
と
き

　

発
見
届
出
を
最
寄
り
の
警
察
署
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
後
県
教
育
委
員
会

か
ら
登
録
審
査
会
の
案
内
が
あ
り
ま
す
。

登
録
審
査
会
の
案
内
が
届
い
た
ら
、
登
録

審
査
会
で
審
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◆
登
録
審
査
会

　

７
月
３
日（
水
）郡
山
市
労
働
会
館

　

９
月
１３
日（
金
）会
津
若
松
合
同
庁
舎

　

１２
月
５
日（
木
）県
庁

　

平
成
２６
年

　

２
月
２０
日（
木
）郡
山
労
働
福
祉
会
館

　

�

※
銃
砲
類
登
録
審
査
は
、
７
月
３
日
と

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

防
災
対
策
課　

消
防
防
災
係

　

☎
３３

－

１
１
１
１（
内
線
１
７
６
）

　

自
衛
隊
福
島
募
集
案
内
所

　

☎
０
２
４

－

５
４
５

－

７
９
９
５

ふ
く
し
ま
大
卒
等
合
同
就
職
面
接
会

を
開
催
し
ま
す

　

正
社
員
で
雇
用
す
る
計
画
の
あ
る
県
内

企
業
７０
社（
予
定
）と
の
面
接
会
を
開
催
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆�

対
　
象　

平
成
２６
年
３
月
に
大
学
等
を

卒
業
予
定
の
方
、平
成
２３
年
３
月
以
降
に

卒
業
し
た
現
在
就
職
活
動
を
し
て
い
る
方

２
月
２０
日
の
み

◆
登
録
審
査
手
数
料

　

６
、３
０
０
円（
県
収
入
証
紙
で
納
入
）

登
録
刀
剣
類
の
所
有
者
が
代
わ
っ
た
と
き

　

新
し
い
所
有
者
が
、
登
録
証
を
発
行
し

た
都
道
府
県
教
育
委
員
会
へ
、
２０
日
以
内

に
所
有
者
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

登
録
証
を
紛
失
し
た
と
き

　

遺
失
物
届
を
最
寄
り
の
警
察
署
に
提
出

し
、
登
録
証
再
交
付
申
請
書
を
、
登
録
証

を
発
行
し
た
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
登
録
審
査
会
の
案
内

が
届
い
た
ら
、
登
録
審
査
会
で
審
査
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

◆
開
催
日
時　
７
月
１３
日（
土
）

　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
か
ら
４
時

◆
場
　
所　
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

◆
そ
の
他

・
事
前
申
込
は
不
要
で
す
。

・�

参
加
事
業
所
は
開
催
１
週
間
前
に
、
福

島
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し

ま
す
。

・�

事
業
所
の
ブ
ー
ス
に
お
け
る
人
事
担
当

者
と
の
個
別
面
談
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な

ど
各
機
関
に
よ
る
職
業
相
談
・
情
報
提

供
を
行
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

福
島
県
労
働
局
職
業
安
定
課

　

☎
０
２
４

－

５
２
９

－

５
３
９
６

働
き
ざ
か
り
の
健
康
講
座
の
ご
案
内

　

働
き
ざ
か
り
の
皆
さ
ん
の
健
康
づ
く
り

の
た
め
に
、事
業
所
に
出
向
い
て
健
康
講
座

を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆�

対
　
象　
県
北
保
健
福
祉
事
務
所
管
内

の
事
業
所

◆
時
　
間　
３０
分
～
１
時
間
程
度

◆
テ
ー
マ
・
内
容

　

健
康
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と

　
�（

運
動
・
食
生
活
・
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
予
防
・
禁
煙
・
歯
周
病
予

防
・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
な
ど
の
講
話
、

理
学
療
法
士
に
よ
る
健
康
体
操
な
ど
）

※�

希
望
に
応
じ
て
事
業
所
喫
煙
所
の
環
境

測
定
と
職
場
環
境
を
整
え
る
た
め
の
ア

ド
バ
イ
ス
や
禁
煙
教
室
も
開
催
し
ま
す
。

◆
再
交
付
手
数
料

　

�

１
件
に
つ
き　

３
、５
０
０
円（
県
収
入

証
紙
で
納
入
）

貸
付
ま
た
は
保
管
を
委
託
す
る
と
き

　

貸
付
ま
た
は
保
管
委
託
届
出
書
を
、
２０

日
以
内
に
登
録
証
を
発
行
し
た
都
道
府
県

教
育
委
員
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
貸
付
期
間
な
ど
が
終
了
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
貸
付
ま
た
は
保
管
委
託
終
了
届

出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

福
島
県
教
育
委
員
会　

文
化
財
課

　

☎
０
２
４

－

５
２
１

－

７
７
８
７

　児童手当を受給している方は、毎年６月に「現
況届」を提出しなければなりません。
　この届は、毎年６月１日の状況を記載し、児
童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを
確認するためのものです。現況届を提出しない
と、６月分以降の手当が受給できませんので、
ご注意ください。
　※現況届の提出が必要な方には、６月上旬に
通知しますので、ご確認ください。

◆現況届に必要なもの
・印鑑
・�受給者の健康保険被保険者証のコピー（国民健
康保険加入の方は必要ありません）
・�その他、必要に応じて提出する書類があります。
◆提出期限　６月28日（金）
◆提出先・問い合わせ先
　子ども福祉課　子育て支援係
　☎３３－１１１１（内線１３４）

６月は「児童手当現況届」の
提出月間です

登記・人権相談所　と  
相続に関する説明会　を開設します

特　設

　福島地方法務局では、東日本大震災により被害を
受けられた方々をはじめ、地域住民の皆さんから日
常生活のさまざまな心配ごとや登記手続きに関する
ご相談を受けるため、「特設　登記・人権相談所」と
「相続に関する説明会」を開設します。
　相談は無料で、法務局職員、人権擁護委員、司法
書士、土地家屋調査士、公証人が相談をお受けしま
す。
　秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

��◆日　時　�7月3日(水)　
��　　　（相談所）午前10時～午後3時
��　　　（説明会）�午前10時30分～ 11時30分� �

午後 1時30分～ 2時30分
��◆場　所　�白沢公民館　☎44－2350�

大ホール・第2研修室
��
��◆問い合わせ先　
��　�福島地方法務局　総務課　☎024－534－1941� �
生活環境課　地域交流係� �
☎33－1111（内線112）

ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。

悩み事の解決方法、専門家に聞いてみませんか

予約受付：平日 9 時～ 17 時 
二本松市本町 1丁目60-2 
（二本松図書館前）

※1　行政書士・社会福祉士・社会保険労務士
※2　税理士・建築士・土地家屋調査士

☎0503381-3803
二本松 相談時間 担当 月 火 水 木 金

● ● ● ● ●
●

●※１ ●※2

弁 護 士
司法書士
専 門 家

10時～16時

ありがとう
心静かに手を合わす。

豊かな緑に囲まれた静寂な施設のなか、

など、満足のいくサービスを提供いたします。

杜の中の斎場 ほうりん斎場　二本松市上竹２－286－１
ほうりん法要ホール　TEL.0243－23－5520　FAX.0243－22－7377
東 和 斎 場　二本松市針道字鍛冶屋敷 15－１
大 山 斎 場　大玉村大山字玉貫 19－７
福島平野斎場　福島市飯坂町平野字大前田１－４
　　　　　　TEL.024－542－6444　FAX.024－542－4960

●年中無休　●24時間受付　●大駐車場完備
ほうりん大山斎場

0120－43－1194
ヨ サン イ イ ク ヨー


